
Ⅰ　中期財政計画について 

 

「中期財政計画」は、社会経済状況及び地方財政制度の変化による厳しい財政環境の中で「次

世代へ誇れるまち臼杵」の実現を目指し、戦略的な財政運営を推進していくための方針を示すも

のであり、「臼杵市総合計画」等本市の行政経営の基軸となる計画と相互に密接な関係を持ち、

連携を高めながら改革を推進していくものです。 

 

 

１．計画期間 

令和７年度から令和１１年度までの５年間です。 

 

２．策定目的 

市民福祉の向上のため、「臼杵市総合計画」に基づく施策の着実な推進を図りつつ、今後の更

なる人口減少及び少子高齢化社会の到来を踏まえ、将来世代への過度な財政負担を回避するこ

とで、「持続可能な自治体経営」を目指します。 

人口減少や物価高騰、災害リスクなど昨今の厳しい財政環境を踏まえ、限られた財源を将来

世代にわたり持続可能かつ効果的に活用するため「公共施設整備五カ年計画」等の着実な推進

により、「安定的・持続的な財政構造の弾力性の確保を可能とする財政運営」を目指します。 

 

３．設定目標 

公債費について、計画期間内５カ年間の各年度における繰上償還を除いた額（市債元利償還

金）を平成 21 年度の公債費（3,163,523 千円）以下にします。 

今後は将来の公共施設の更新や改修に備えて市有施設整備基金の残高増額に努めます。 

 

４．進行管理 

中期財政計画は、一定の推計条件を前提とした中期的な財政見通しに基づき財政運営上の目

標を設定し、その実現に向けた本市経営戦略の基本的な考え方を示すものです。 

計画策定時に想定し得なかった社会経済状況及び地方財政制度の変化、複雑・多様化する市

民ニーズについては、各年度の予算編成の過程を通じて、中期財政計画の基本理念に基づいて

的確に対応することにより、設定目標を達成するものであります。 

本計画の目標は、実施期間中の安定的な財政運営を行うことで達成されるものであることか

ら、計画期間中、徹底した行財政改革を推進します。






